
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年８月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１月２０日 １４時５０分ごろ 

発生場所 静岡県御前崎市御前埼南方沖  

 御前埼灯台から真方位１８３°３.３海里付近 

 （概位 北緯３４°３２.５′ 東経１３８°１３.３′） 

事故の概要  貨物船SHENHANG
シ ェ ン ハ ン

 7 は、西進中、また、貨物船XIN
シ ン

 RUI
ル イ

 6 は、東進

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年２月２９日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 SHENHANG 7（シエラレオネ共和国籍）、１,４９６トン 

 ８８６４２８２（ＩＭＯ番号）、MINGYUAN SHIPPING CO.,LTD 

Ｂ 貨物船 XIN RUI 6（シエラレオネ共和国籍）、１,４９２トン 

８９０４６０４（ＩＭＯ番号）、HOLY FAIRY SHIPPING CO.,LTD 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍）、免状不詳 

航海士Ａ（中華人民共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ（中華人民共和国籍）、免状不詳 

航海士Ｂ（中華人民共和国籍）、免状不詳 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に破口等 

Ｂ 船首部外板に破口等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ４  

海象：波高 約１.０ｍ 

事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか７人（中華人民共和国籍６人、バ

ングラデシュ人民共和国籍１人）が乗り組み、航海士Ａが単独で船橋

当直につき、自動操舵により御前埼南方沖を西進中、Ｂ船と衝突し

た。 

船舶自動識別装置（ＡＩＳ）記録によれば、Ａ船は、約９ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で西進しており、Ｂ船と衝突

するまで同じ針路及び速力で航行した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか７人（中華人民共和国籍５人、ミ

ャンマー連邦共和国籍１人、バングラデシュ人民共和国籍１人）が乗

り組み、航海士Ｂが単独で船橋当直につき、自動操舵により御前埼南

方沖を東進中、Ａ船と衝突した。 

ＡＩＳ記録によれば、Ｂ船は、約１０kn の速力で東進しており、Ａ

船と衝突するまで同じ針路及び速力で航行した。 

分析   Ａ船は、西進中、航海士Ａが、見張りを適切に行っていなかったこ



 

 とから、同じ針路及び速力で航行を続け、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

 Ｂ船は、東進中、航海士Ｂが、見張りを適切に行っていなかったこ

とから、同じ針路及び速力で航行を続け、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

原因  本事故は、Ａ船が西進中、Ｂ船が東進中、航海士Ａ及び航海士Ｂが

共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考

えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常時適切な見張りを行うこと。 

 


